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一 

般 

廃 

棄 

物 

家庭系ごみ 

（約４０％） 

○ごみの減量 

 ・分別収集（資源ごみ等）  

 ・中身の見えるごみ袋での排出 

 ・粗大ごみ有料化 

 ・地域と連携したごみ減量の推進 

・収集、運搬（一部民間に委託） 

・戸別収集 

・10センター・1出張所 

 （2,125人 ※） 

 

 

 

 焼却工場で処分（９か所） 

 （636人※） 

 

           

  埋立処分 

 

焼却工場 

 ・売電収入がある 

 ・他都市からの受入もある。 

  

事業系ごみ 

（約６０％） 

・業者の許可 

・規制指導 

  排出者、業者 

・民間364業者が収集、 運搬 

・市の焼却工場へ 

環境系ごみ 

・市民啓発 ・道路清掃、河川水面清掃（民
間に委託） 

・不法投棄処理 

産業廃棄物 

・業者の許可 

・規制指導 

  排出者、業者 

・民間約5,000業者が収集、運
搬 

・民間処理工場へ 

 民間約１００業者 

 処理・処分  収集・運搬 予防 

市役所の部分 

 廃棄物行政は、廃棄物の種類と様々な業務の組合せとして整理できる。 
 分析を行う一般廃棄物（ごみ）処理においては、ごみの収集・運搬、焼却処理・処分及びごみ減量・リサイクル
の普及啓発、民間の収集業者の許可や規制指導業務など様々な業務を実施している。 

Ⅰ 廃棄物行政の全体像 

※ 人数については、2012年４月1日現在 

1 資料：大阪市環境局作成 



Ⅱ 課題と今後の方向性  

課  題 

○主に直営で事業を実施してお
り一層のコスト削減が必要 

○民間委託を導入しているが、 
退職不補充の手法で行っており
改革のスピード感に欠ける 

収集 
輸送 

焼却 
処分 

［民でできることは民へ］ 
 

○事業の民間化を行うとともに、 
現業職員の非公務員化を進める 

○主に直営で事業を実施してお
り一層のコスト削減が必要 

○焼却工場建設のコストが大き
い 

○新たな大都市制度へ移行後も
、円滑に焼却処理を行う必要が
ある 

 

［広域化による更なる効率化］ 
 

○大阪市の枠を超えた広域的な視
点から、効率的な運営形態を確立
する 

○工場運営に民間活力を導入する 
 

対応策 

 ごみ処理の現状や現状分析の結果などを元に、「ごみ減量の一層の推進」に加え、新たに「民でできることは民
へ」「広域化による更なる効率化」という観点を踏まえ、課題と対応策をとりまとめた。 
 なお、こうした取り組みを進める中で、「給与制度の抜本的見直し」についても取り組む。 

○ごみ量はピーク時から約半減
したが、他都市と比べると多い 

○分別収集の品目に紙類がない
など、分別の種類が少ない 

○資源化率、資源化量が低い 

ごみ量 

[ごみ減量の一層の推進]  
 

○更なるごみ減量に向けて施策を 
 継続・強化する 

2 資料：大阪市環境局作成 



１ 新たなごみ減量目標 

 1991年度ごみ処理量 ２１７万トン 《ごみ処理量のピーク》 

家庭系ごみ 
 □資源ごみ・容器包装プラスチック分別収集 
 □粗大ごみ収集の有料化 
 □中身の見えるごみ袋の導入    等 

事業系ごみ 
 □大規模建築物に対する減量指導 
 □ごみ処理手数料の見直し 
 □焼却工場における搬入物の検査指導の強化  等 

2010年度ごみ処理量 １１５万トン 《ピーク時からほぼ半減》 

2015年度110万トンを前倒しで達成見込み 

□これまでの取組を継続 
  （分別排出の徹底など普及啓発の強化 他） 
 

□ごみ処理手数料の改定 
 

□古紙類の分別収集 
 

□資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止 
  （検査･指導強化含む） 
 
□家庭系ごみの有料化 
 

□将来的な人口の減少に伴うごみ量の減少 
 

□焼却工場に搬入する際のごみ処理手数料の改定 等 

2015年度ごみ処理量 
１００万トン以下 

将来的な減量目標 
ごみ処理量  ９０万トン 

Ⅲ ごみ減量の一層の推進 

新たなごみ減量目標を定め、更なるごみ減量に向け、施策を継続・強化する。 

3 資料：大阪市環境局作成 



※施策の減量効果は試算 

２ 今後のごみ減量施策 

2010年度

実績
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 将来

分別排出の徹底に向けた取組（普及啓発・指導強化） ―

資源集団回収活動の活性化 ―

紙パック・乾電池等の拠点回収の推進等 ―

小物金属類の分別収集 ―

― ―

― ―

特定建築物の減量指導 ―

事業系廃棄物の適正区分・適正処理の推進等 ―

事業系生ごみのリサイクル ―

手数料改定（58円⇒90円） ― ―

― ― ―

▲ 2万トン

▲ 3万トン

▲ 4万トン

上記減量施策を踏まえたごみ処理量の推移 115万ﾄﾝ ― ― ― ― 98万ﾄﾝ 90万ﾄﾝ以下

人口減に伴うごみ量の減

ごみ処理手数料（工場搬入）値上げ

家庭系ごみの有料化

家

庭

系

ご

み

既存施策

【▲2万トン】

古紙類の分別収集　【▲3万トン】

古布類の分別収集　【▲1万トン】

事

業

系

ご

み

既存施策

【▲4万トン】

紙ごみの減量（資源化可能な紙類の搬入禁止：検査･指導強化含む）【▲7万トン】

指導強化継続して実施

順次拡大予定

活動の活性化

分別収集
（検討）

継続して実施

条例施行し改定

搬入禁止（検討）

継続して実施

継続して実施

継続して実施

分別収集
（検討）

試行実施

4 

Ⅲ ごみ減量の一層の推進 

資料：大阪市環境局作成 



  「民でできることは民へ」の視点に基づき、ごみの収集輸送業務について、民間で実施可能なものについて

は民間で実施していく。なお、普及啓発や規制的な業務については、引き続き行政で実施する必要がある。 

このように、業務を仕分けし、『民間委託の拡大』・『現業職員の非公務員化』について検討した。 

１－（１） 検討のプロセス《中間報告までの検討》 

ごみの収集輸送業務 

・普通ごみ収集 
・資源ごみ収集 
・容器包装プラスチック収集 
・粗大ごみ収集 
・環境整備 

・普及啓発 
・規制指導 
・委託業務の検収 

民間で実施可能 
 

    民間委託の拡大 
 

    現業職員の非公務員化    

行政（基礎自治体）が実施 

業務の仕分け 

5 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

資料：大阪市環境局作成 



大阪市では、収集車両が２台以下という零細業者が多いことから、事業者の体質強化が必要である。 

保有台数別収集状況(事業系ごみ) 
(2010年度) 

11台以上 

6～10台 

3～5台 

2台 

１台 46.4％ 
(170社) 

20.2％ 
(74社) 

22.7％ 
(83社) 

8.2％ 
(30社) 

2.5％ 
(9社) 

18.0％ 
(12.3万㌧) 

26.4％ 
(18.1万㌧) 

29.3％ 
(20.1万㌧) 

12.4％ 
(8.5万㌧) 

13.9％ 
(9.5万㌧) 

車両台数 許可業者数 収集量 

366社 68.5万㌧ 

 収集車両を１～２台しか所有してい

ない零細な事業者が全体の２／３を

占めており、その事業者の収集量の

割合は、１/４程度となっている。 

 減量リサイクルや、分別収集などの

推進を一層充実するためには、体質

強化が必要である。 

 １－（２）民間委託の拡大～大阪市一般廃棄物収集運搬許可業者の現状 

※許可基準の見直しとともに、排出
事業者へのサービス向上や業界の
競争性・透明性を高める観点から、
新規許可を検討している。 

6 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

資料：大阪市環境局作成 



7 

 運営形態の移行の方法には、直接的な移行と受皿組織を設けた移行が考えられ、それぞれの方法について比較
する。  

資料：大阪市環境局作成 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

 １－（３）－① 現業職員の非公務員化（受皿組織の設置） 

直接的な移行 一時的な運営形態を設けた移行 

イメージ 

市職員の削減 ○ ○ 

現業職員の雇
用・仕事の確保 

× ○ 
 

一定期間雇用を継続する場合、随意契約を行う必要が
あり、契約規則等の整備が必要になる可能性が高い。 

業務を落札できないリスクがあるため、現業職員の 

雇用や仕事を確保できない可能性が高い。 

競争性の発揮 ○ 

▲ 

当面の間は随意契約を行うこととなるが、一定期間経過
後は、競争入札へ移行する。 

退職金の支払 
別法人に移行した場合、引き続く在職期間とはみなさ
れないため、退職金支払いが必要となる。 

（約200億円） 

受皿組織として独立行政法人を選択した場合のみ、在
職期間を通算することで移行時に退職金が発生しない。 

その他の場合は、左に同じ。 

現業職員の 

年金・健康保険 

年金：共済組合から厚生年金に移行（年金額の減） 
 

健保：共済組合から一般の健康保険に移行 

                     （給付内容の低下） 

受皿組織として独立行政法人を選択した場合のみ、共
済組合を引き継ぐ。 

 

その他の場合は、左に同じ。 

大阪市 

（直営） 
別法人 

競争入札参加 

大阪市
（直営） 

受皿組織 別法人 

一定期間 

随意契約 競争入札参加 



 当初は、一時的な運営形態として受皿組織を設け、競争入札の環境が整うまでの一定期間、家庭

系ごみ収集業務について随意契約を行い、均一なサービスの提供を行うこととする。 

 ※随意契約の実施にあたっては、地方自治法等関係法令に基づき、関係局と精査を進める。 

 

随意契約の必要性について 
 

・競争入札市場に参入できる業者の育成（許可業者は零細が多く、協業化や事業規模拡大等の
体質強化）に一定の期間が必要である。 

・受皿組織へ職員がスムーズに移行できるように、一定期間の業務（仕事）の保障が必要である。 

・家庭系ごみ収集業務は市民の日常生活と不可分な事業であり、業務委託の推進やごみ量の減
少に伴い規模を縮小しながらも安定的な運営が必要である。 

8 資料：大阪市環境局作成 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

 １－（３）－② 受皿組織への随意契約の必要性 



 １－（４）－① 受皿組織の運営形態のパターン 

民間活用が可能な部分 

委託を受けた 
民間事業者 
（競争入札） 

既設の一般財団法人 

地方独立行政法人 

一時的な随意契約 

自治体 
 

（直営中心） 

民間事業者 

民間 
事業者
として 
参入 

現  状 当   面 
以  降 

（完全民間化） 

継続して 
事業実施 

新会社（民間出資） 

 現業職員の非公務員化と民間事業者の積極的な活用に向け、受皿組織の運営形態を検討する必要がある。 

新会社（民間・市出資） 

新会社（市出資） 

9 資料：大阪市環境局作成 

現 

業 

職 

員 

の 

非 

公 

務 

員 

化 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

受皿組織 



 現業職員の身分を移し、非公務員化を図る運営形態のそれぞれの手法について、メリット・デメリットを示す。 

メリットは□、デメリットは■で表示した 

民間出資 民間・市出資 市出資

想定する形態の概要 

ごみの収集について、
職員の引受けを条件
に、一定期間特定の
民間事業者へ委託す
る

ごみの収集業務作業を
事業として行う会社を　
民間が出資して設立
職員を移して一定期間
随意契約で委託する

ごみの収集業務作業を
事業として行う会社を
民間及び市が出資して
設立
職員を移して一定期間
随意契約で委託する

ごみの収集業務作業を
事業として行う会社を
市が出資して設立
職員を移して一定期間
随意契約で委託する

職員を引受けた上で、
ごみの収集業務を受
託して実施する

ごみの収集業務を執行
する機関として地方独
立行政法人を設立し、
業務を行わせる

設置に関する法的課題 － － － － －
■

（法令の改正）

組織の設立準備等 － ■
（出資者の募集等に課題）

■ ■
（給与システムの開発費等）

－ ■
（給与システムの開発費等）

■ ■ ■ ■ ■ －

移行時の退職金支給 ■ ■ ■ ■ ■ －

団体としての独自収益
等

□ □ □ □
（独自事業可能なため）

□
（独自事業可能なため）

□

受け皿として 非公務員化 □ □ □ □ □ □

の可能性
現時点での受け皿の有
無

■
（業務遂行能力を持った

事業者の有無）
－ － □ － －

民間活力の導入 □ □ □ － － －

項　　　目 民間委託

新会社設立
（例：株式会社など）

市費投入

一般財団法人
（既設）

地方独立
行政法人

一定期間の随意契約の必要

10 資料：大阪市環境局作成 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

 １－（４）－② 受皿組織の運営形態の比較 



受皿組織 

資料：大阪市環境局作成 

   
受皿組織設立時に現業職員を移管し、非公務員化を図る。 
その後、業者育成を図りつつ民間委託も拡大し、５～１０年程度で完全民間化（市場開放・競争化）を図る。 

   基礎自治体（区等） 

他局等への職員移管など 

競争入札 

自治体 
 

（直営中心） 

現 状 一定期間の随意契約 完全民間化 

民間委託 

民間委託 

民間事業者 

民間事業者 

民間事業者 

民間事業者 

 １－（５） 収集輸送業務の運営形態《中間報告のまとめ》  
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受皿組織 
設立 

民間事業者 
（受皿組織） 

 
受皿組織 

 
現業職員の 
非公務員化 

Ⅳ  収集輸送業務の運営形態の検討 

民間委託の拡大 

（許可業者の 
   体質強化） 

随意契約業務を 

順次縮小 



 ２－（１）－① 受皿組織設立に向けての検討（民間活用の検討） 

 収集輸送業務については、『民でできることは民へ』の方向性に基づき、受皿組織の運営
形態である下記①～⑥のうち、民間活用を主体とした運営形態である①～③を優先的に検討
することとする。 

  

 ①「民間事業者」 

 ②「新会社設立（民間出資）」 

 ③「新会社設立（民間・市出資）」 

 ④「新会社設立（市出資）」 

 ⑤「一般財団法人（既設）」 

 ⑥「地方独立行政法人」  

  

民間活用を主体とした運営形態 

現在、受皿組織への出資等の可能性について、関連企業へのヒアリングを行っている

ところであるが、現時点で次頁以降の主だった課題等が浮かび上がっている。 

12 資料：大阪市環境局作成 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 



 

１ 事業の成長性・将来性の不透明感 
 

・家庭ごみ収集輸送事業だけをするのであれば収入は大阪市からの委託料だけである 
・ごみ量は減少傾向にあり将来的に委託料も減少する 
・随意契約後は一般廃棄物収集輸送許可業者との競争になる 

 

２ 職員の引き受けのリスク 
 

・正規職員として引受けることのリスク 
・市職員の高給与水準 
・引受けた市職員の給与等の勤務労働条件と元からいる社員との差異 
・企業として引き受ける市職員数は社員の３分の１程度が限界 
・企業には培ってきたイメージがあり、市職員にそれを理解させることが必要 

 

３ 交通事故等のリスク 
 

・企業にとっては交通事故等は経営上の大きな損失である 
・家庭ごみ収集については、車両が狭隘路も含めて市内をくまなく回っている 
・停車回数が多いことから、交通事故等の危険性が高い 

 

４ 企業の工夫・合理化等には限界 
 

・家庭ごみ収集は生活環境の保全など市民生活の安定と直結した事業であり、現在実施しているサービ
ス水準が求められる 

・コストの大半は人件費であり職員を正規雇用するとその抑制には限界がある 

13 資料：大阪市環境局作成 

 ２－（１）－② ヒアリングにより浮かび上がった課題等 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 



 

 

１ 事業の成長性・将来性の不透明感 
 

     ・他事業への参入可能性など事業の収益性・成長性の検討 
  ・受皿組織の事業の継続性の検討 
     
 

２ 職員の引き受けのリスク 
 

     ・職員の勤務条件を民間企業並みとすることを検討 
  ・受皿組織が採用する職員を選定できるようにすることを検討 
 
 

３ 交通事故等のリスク 
 

     ・研修などにより職員の意識向上を図り、事故リスクを最小限に抑えることを検討 
   
 

４ 企業の工夫・合理化等には限界 
 

     ・受皿組織が職員の勤務条件を決定できるようにすることを検討 
  ・雇用形態の多様化の検討 
 

14 資料：大阪市環境局作成 

 ２－（１）－③ 課題等解決に向けての方向性 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 



検討事項 概   要 

身分移管の 
スキーム 

・受皿組織へ現業職員を移管することとした場合、職員は大阪市を退職する必要がある。 
・組織の改廃に伴う分限免職は、地方公務員法第28条第１項第４号、大阪市職員基本条例第３８・３９条に該当する
場合に限られる。 

・上記を行う場合は、民間企業が整理解雇を行う際の以下の４要件を満たすことが判断基準となると考えられる。 
 ①人員整理の必要性 
 ②解雇回避努力の実施 
 ③解雇者の公正な選定 
 ④手続きの妥当性 

退職手当の 
支給 

・市職員が退職したときは、分限免職であっても退職手当の支給義務が発生する。（職員の退職手当に関する条例） 
・一時的に支給しなければならない退職手当の総額は、現行の職員を基準として試算すると、約200億円となる。 

 その他 

・一般廃棄物の処理については、生活環境の保全や公衆衛生の向上という観点から適正処理に加え処理の安定性
や持続性が求められており、廃棄物処理法上、市町村に処理責任があることから、受皿組織への業務委託後につ
いても処理責任を確保することが求められる（随意契約終了後も含む）。 

・収集輸送業務すべてを民間化することを前提とする災害等の緊急時における収集体制（許可業者も含む）の整備。 
・収集輸送業務のサービス水準についての検討。 

・受皿組織への身分移管のスキームついての検討 

・退職手当の支給についての検討 

・その他 

15 資料：大阪市環境局作成 

 ２－（２） 現業職員の身分移管等について 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 



①普通・粗大・資源・容プラ・環境ごみの収集輸送業務を完全に民間事業者に委託した（完全民間化が図ら
れた）と仮定した場合の税負担について、ごみ処理量115万トン及び90万トンの場合について試算する。 

②支出金額の試算にあたっては、完全競争入札の実施を想定する。 
③ごみ処理量90万トンのケースについては、家庭系ごみの有料化を実施し、他都市の事例を参考とした手

数料を仮に財源に充当した場合を想定する。 

13
4

190 199

23

21

29

20

23

87

 事業の完全民間化の効果に加え、ごみの減量化なども想定すると、収集輸送業務にかかる税負担は大幅に
減少することが見込まれる。 

３ 収集輸送業務にかかる見直し効果（粗い試算） 

普通ごみ 

人件費 

物件費 

税負担 

使用料・ 
手数料 

支出金額【203億円（公債費除く）】財源内訳 

粗大 

資源 

容プラ 

環境 

その他 

【現状】 
（2010年度ごみ処理量115万トン） 

（単位：億円） 
（性質別内訳） （ごみ種別内訳） 

委託料 

その他 

税負担 

手数料 

【ごみ処理量115万トンを 
完全民間化と想定】 

（粗い試算） 

支出金額 【123億円】 財源内訳 

（単位：億円） 

間接費 

委託料 

うち有料化 
効果分 

３２ 

税負担 

手数料 有料化経費 

【ごみ処理量90万トンを 
完全民間化と想定】 

（粗い試算） 

支出金額 【119億円】 財源内訳 

（単位：億円） 

間接費 

その他 

家
庭
ご
み
有
料
化
実
施 

ご
み
処
理
量
の
減 

16 資料：大阪市環境局作成 

完
全
民
間
化 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 



 
○民間企業等の指摘する課

題解決を図るため、民間
企業経営に関する専門
家を含むＰＴを設置して
受皿組織の設立に向け
ての具体的な検討を進
める 

 
○家庭ごみ収集輸送業務

の民間委託の拡大及び
許可基準の見直しなど 

 
 
 

４－（１）まとめ （民間活用を主体とした受皿組織の設立）  

17 

課 題 方 向 性 対応策 

 
○受皿組織設立時に現業

職員を移管し、非公務員
化を図る 

 
○業者育成を図りつつ民間

委託も拡大し、５～１０年
程度で、完全民間化(市
場開放・競争化)を図る 

 
○その間については、受皿

組織に随意契約を行う 
 
○その期間中であっても、

環境が整えば受皿組織の
分社化を行い競争性を確
保する 

 
○受皿組織の設立に

関しての民間企業
の意見（事業の成
長性・将来性の不
透明感等） 

 
○一般廃棄物収集運

搬許可業者の体質
の強化 

 
 
 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

資料：大阪市環境局作成 



 ４－（２）まとめ（方向性のイメージ） 

18 資料：大阪市環境局作成 

現在 
受皿組織 

設立 
随意契約期間 

収集輸送業務 
完全市場開放 

ごみ量 約115万トン 
約100～ 
90万トン 

約2,000人 
約1,400～ 

900人 
職員数 

競

 

争

 

入

 

札

 

収集輸送
業務 

直営 
 

公務員 

受皿組織 

との 

随意契約 

開始 

受皿組織の分社化 
 

（競争性確保のために、 

     随意契約期間中であっ
ても分社化を検討） 

市からの業務委託を許可業者等に順次拡大 

許可業者 

現在の 

許可業者群 
 

３６０社超 
（収集車両 

１社平均２～３台） 

許可要件の見直し・新規許可 
協業化・事業規模拡大 

業務量 

イメージ 
直営業務 

業務委託(一部粗大ごみ） 

業務委託 

(普通ごみ以外） 

受皿組織の 

随意契約業務 

ごみ量の減少 

民間への業務委託拡大 

随意契約業務を順次縮小 

受皿組織の 

随意契約業務 

新しい 

許可業者群 

分 社 

分 社 

分 社 

普
通
ご
み
収
集
業
務
市
場
開
放 

 

随
意
契
約
期
間
終
了 

受皿組織が随意契約
期間中に分社した場合
は、業務委託の入札に
参加を許可すれば、分
社間の競争性が確保
される。 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

現業職員の 
非公務員化 



PTでの検討 

４－（３）まとめ（受皿組織設立スケジュール） 

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 

取 り 組 む べ き 課 題 

概 

要 

決 

定 

受 
皿 

組 

織 

設 

立
（ 

職 

員 

の 

非 

公 

務 

員 

化 

） 

受 

皿 

組 

織 

に 

よ 

る 

 

家 

庭 

系 

ご 

み 

収 

集 

輸 

送 

業 

務 

の 

遂 

行 

受 

皿 

組 

織 

職
員
の
身
分
移
管 

そ 

の 

他 

○受皿組織のあり方の検討 
・受皿組織の具体化に向けて、民間企業経営に関する専門家を 
 含むPTを設置 

○職員の身分移管に係るスキームの検討 
・配置転換、退職勧奨、受皿組織への移管、分限処分

の実施 
・退職手当の支給 
・職員の引き継ぎ手続きの調整（給与・勤務条件等） 

○受皿組織との随意契約、長期継続契約の検討 
○収集機材等の財産についての協議 
○新会社の事務所等の設置、財務・給与各種 
システムの開発など 

関係部局との調整 

19 

○受皿組織の具体化・設立準備 

関係部局との調整 

資料：大阪市環境局作成 

設
立
登
記 

↑
 

出
資
の
履
行 

↑
 

「定
款
」の
作
成 

↑
 

発
起
人
の
募
集 

《新
会
社
設
立
の
場
合
》  

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

受
皿
組
織
設
立
に
か
か
る
予
算
議
決 

（及
び
関
係
条
例
改
正
議
決
） 



Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 

１   ごみ焼却工場の概要 

区分 森 之 宮 大  正 住 之 江 鶴  見 西  淀 八  尾 舞  洲 平  野 東  淀 合計 

建設年月 1969年2月 1980年7月 1988年3月 1990年3月 1995年3月 1995年3月 2001年4月 2003年3月 2010年3月 ― 

敷地面積 
（㎡） 

13,000 19,000 33,000 38,000 34,000 40,000 33,000 54,000 17,000 281,000 

建築面積 
(㎡) 

3,200 10,000 8,500 8,300 8,100 10,000 17,000 14,000 9,300 88,400 

当初建設費 
（億円） 

19 100(12) 180 170 290 290 609(84) 496 218 2,372 

ＤＸＮ対策費 
（億円） 

21 34 33 34 ― ― ― ― ― 122 

炉式 タクマ式 デ・ロール式 タクマ式 デ・ロール式 タクマ式 マルチン式 デ・ロール式 ＮＫＫ式 デ・ロール式 ― 

規模 300t/日×3基 300t/日×2基 300t/日×2基 300t/日×2基 300t/日×2基 300t/日×2基 450t/日×2基 450t/日×2基 200t/日×2基 ― 

日量能力 
（トン） 

720 520 520 600 600 600 900 900 400 5,510 

年量能力 
（万トン） 

21 15.4 15.4 17.8 17.8 17.8 26.7 26.7 11.9 170.7 

年間実績 
（万トン） 

16 13.5 13 12.7 15 8.4 18.7 20.7 8.7 126.8 

稼働率 76.40% 87.70% 84.70% 71.40% 84.50% 47.50% 70.00% 77.60% 72.80% 74.40% 

（注） １．処理量は2010年度実績。    ４．舞洲工場破砕設備は、舞洲工場建設時に舞洲工場内に設置。 

     ２．建築面積には、計量棟及び別等の管理棟を含む。    ５．表中の（ ）は破砕にかかる建設費で内数。 

     ３．大正工場破砕施設は昭和63年3月竣工。大正工場敷地内に併設。    ６．数値は四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。 

20 



２   検討のプロセス 

  ごみ焼却工場の新たな運営形態について、効率化と広域化の視点から、次のような検討を行った
。 

事業の責任⇒基礎自治体（一般廃棄物の適正処理） 

   （４） 水 平 連 携 ・ 広 域 化 

効  

 

率  

 

化 

（１） 民間企業実施の可能性 
 【産廃業者の活用】 

 一般廃棄物の排出量と大阪府下の産廃施設における焼却能力を比較すると、  

圧倒的に一般廃棄物の排出量が多く、実施は事実上不可能 

 （２） ごみ焼却工場の 
     建設・運営の選択肢 

公設公営 
民設民営 

（PFI・DBO方式） 

民営 

（売却） 

選
択
肢 

 （３） ごみ焼却工場の運営の 
     民間活用と委託先の 
     選択肢 

運転業務 業務全般 

選
択
肢 

プラントメーカー プラントメーカー以外 新会社設立 

公設民営 

（包括委託） 

ま と め 

＋ 

Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 
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≪中間報告までの検討≫ 



２－（１） 大阪府内における地域別の焼却施設の処理能力 

0ｔ/日 

３施設 
104ｔ/日 
20,800ｔ/年 

３施設 
9.8ｔ/日 
1,960ｔ/年 

１施設 
4.8ｔ/日 
960t/年 

0ｔ/日 

２施設 
20.8ｔ/日 
4,160t/年 

７施設 
514ｔ/日 

102,800t/年 

５施設 
772ｔ/日 

154,400ｔ/年 

大阪府全体の産廃焼却能力   ２８５，０８０t／年(民設のみ) 
        一廃焼却能力 ３，１２４，４００t／年(公設のみ) 

             （年間200日稼動として計算。一廃は2008年ベース） 

一般廃棄物の排出量と大阪府下の産業廃棄物処理施設における焼却能力を比較すると、圧倒的に一般廃棄
物の排出が多く、産業廃棄物処理業者の活用は、事実上不可能である。 

資料：大阪府作成 

0施設 

0施設 

Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 
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２－（２）－①  ごみ焼却工場の建設から運営に関する比較 

建設 公共 建設 公共 建設 民間 建設 －
維持管理・運営 公共 維持管理・運営 民間 維持管理・運営 民間 維持管理・運営 民間

廃掃法上の手続き

都市計画決定

環境アセスメント

公共側の技術者育成ができない 公共側の技術者育成ができない 公共側の技術者育成ができない

公共の既存施設を民間事業者に売却。
民間事業者が施設を所有し、維持管理・
運営等を行う。

必要

必要

新設の設置届（法第９条の３）

事例なし
※PFI方式のBOOに近い

（秋田県 大館周辺広域市町村圏組合の事例）浦安市クリーンセンター（H7．3竣工）

民間における、新たな事業機会の創出

民間事業者にとっては、固定資産税の支出が伴
う

短期間の委託や人件費が低い場合、人材育成
が難しく、管理が不十分となる

契約から着手に至るまでの手続きが複雑であ
り、長期間を要する

廃棄物処理施設整備国庫補助金の返還が必要

包括民間委託の場合、委託可能な事業者（プラ
ントメーカーなど）が限られる（競争原理が働かな
い）

事業者による事業運営の監視・透明性を確保す
るためのモニタリング体制が必要

民間における、新たな事業機会の創出

大阪市にとっては、固定資産税による収入が見
込める

民間における、新たな事業機会の創出

施設建設費の支出の平準化が可能
（PFI方式の場合）

民設民営

（PFI方式・ＤＢＯ方式）

必要

必要 必要

 新設の設置届（法第９条の３）
※施設を民間が所有する場合は新設の
設置許可申請（法第８条）

民間事業者が施設建設を行う。
さらに民間事業者が契約で定められた
期間中施設を維持管理・運営等を行う。

本市設置の一般廃棄物処理施設を、一
度廃止をしたうえで、改めて新設の設置
許可（法第８条）申請が必要

必要（既存施設は都市計画決定済み）
大阪市の処理基本計画で明記する等、
明確な位置付けが必要

民営

（既存施設を売却）

公設公営

（従来型）

公共が施設建設を行う。
また、施設の維持管理・運営等も公共が
行う。

公共が施設建設を行う。
施設の維持管理・運営等については民
間事業者が行う。

公設民営

（包括委託等）

民間事業者の持つノウハウや技術力の活用が
可能

民間事業者の持つノウハウや技術力の活用が
可能

民間事業者の持つノウハウや技術力の活用が
可能

ごみ減量計画の推進等、事業環境の変化への
対応が可能

安定した技術者育成や人材確保が可能

民間事業者が資金調達する際の借入金利が、
起債と比較して高い（ＰＦＩ方式の場合）

売却時点で、施設の老朽化が進んでいる場合に
は、事業期間が短い

事業の監視・透明性を確保することが可能

民間活用と比較すると、建設事業費や施設の維
持管理コストが高い

民間事業者による施設の管理や整備が不十分
だと施設の寿命を縮める

廃棄物処理事業債が残っている場合には整理
（一括償還）が必要

横浜市　金沢工場（H13．3竣工）　　 柏市北部クリーンセンター（H3．3竣工）

概要

メリット

デメリット

法的課題等

新設の設置届（法第９条の３）

必要

必要

新潟市　新焼却場（H24．3竣工予定）

さいたま市　新クリーンセンター（H27．3竣工予定）

生駒市清掃センター（H3．3竣工）
事例

〈PFI方式の事例〉

名古屋市鳴海工場（H21．6竣工）

堺市 新清掃工場（H25．3竣工）

〈DBO方式の事例〉

※公設公営は一部委託を含む 浜松市西部清掃工場（H21．3竣工）

京都市　北部クリーンセンター（H19．1竣工） 千葉市新港清掃工場（H14．11竣工）

大阪市　東淀工場

神戸市　東クリーンセンター（H12．3竣工） 〈包括民間委託の事例〉

姫路市　エコパークあぼし（H22．3竣工）

ごみ焼却工場の建設、運営に関して、次の4つの選択肢について比較を行う。 

Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 
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２－（２）－②  民間を活用した工場建設から運営にかかるコスト比較 
・新しいごみ焼却工場の建設に関して、民間を活用した場合の建設から管理運営にかかるコストについて比較を行う 

・建設を含めて民間を活用する場合には、DBO方式が最も安価、PFI方式が最も高くなる。 

試算条件 
・施設規模 ：  400ﾄﾝ/日を設定した。  
・運営期間 ：  竣工後20年間：他都市のPFIによる廃棄物処理施設の事業期間を参照した。 
・建 設 費 ：  他都市の公設による建設費ならびに他都市PFI事例の削減率より試算した。（公設の86%） 
・運 営 費 ：  公営は大阪市の平成22年度のごみ焼却工場の運営実績(人件費は想定）および、他都市PFI事例の削減率より試算（公営の90%）。 
                ただし、売電収入は公営と同額とした。 
・起債及び民間資金借入金利 ： 起債利率は1.7% （起債発行利率の実績（H21.3～H22.3平均）より） 
                     民間資金借入金利率は2.6% 長期プライムレート （平成22年3月）にリスク分1%を加算）を想定。 
・民間事業者への経費 ： 事業者へのヒアリングより想定（建設費・維持管理費の15%相当） 

事業費比較【本市試算による】 

建設費 250 億円 250 億円 215 億円 215 億円

（交付金を除く建設費） 186 億円 186 億円 160 億円 160 億円

起債・借入金利子 23 億円 23 億円 55 億円 20 億円

60 億円 28 億円

運営費（20年間） 154 億円 132 億円 132 億円 132 億円

市費負担額 363 億円 341 億円 407 億円 340 億円

削減率 -

現在価値換算 195 億円 185 億円 195 億円 181 億円

（割引率）

VFM

6.1%

(借入金利子）

（経費等）

ＰＦＩ方式

（４．０％）

－ 5.1% 0.0% 7.2%

(起債利子）

（経費等）

DBO方式

-12.1% 6.3%

（従来型）

公設公営

(起債利子）

（ＢＴＯ方式を想定）

（４．０％） （４．０％）－

公設民営

（包括委託等）

(起債利子）

Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 
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２－（３）－①  運営形態別のメリット・デメリット 

 資料：大阪市環境局調べ 

一部委託 直 営 委 託 

 【技術力の確保】 
 ・職員の技術水準の維持、向上、確保ができる。  
 ・計画的な運転維持管理により長寿命化が図られ、ライフ 
  サイクルコストの削減につながる。 
 
 【安定的な運営】 
 ・安全で確実な工場運営が推進できる。 
 ・周辺住民に対する信頼度が高い。 
 ・自前で機器点検、修繕を行うことによる、安定稼働と 
  経費節減を行える。 
 ・ごみの搬入指導、計量、手数料徴収を適切に行える。 
 
【機動性の維持】 
 ・災害時や炉の故障時等の搬入変更や稼働計画の変更等が 
  一体的かつ速やかに対応ができる。 
 ・施設修繕等に素早く対応できる。 

【非効率な運営経費】 
・費用対効果の意識が薄い。 
 
【硬直的な運営】 
・民間の創意工夫やノウハウの発揮が困難である。 

【運営経費の削減】 
 ・年度ごとの財政負担が平準化される。 
 ・人件費等に係る運営コスト削減が可能である。 
 ・長期継続契約の導入により経費削減が図れる。 
 
【効率的な運営】 
 ・勤務体系において、フレキシブルな対応が可能である。 
 ・民間の創意工夫、ノウハウを活用した施設整備、運営が 
   可能である。 
 ・即戦力として、技術を保有した人材に頼ることが可能で 
   ある。 
 
【間接経費の削減】 
 ・職員の人事管理業務がなくなり、事務軽減が図れる。 
 ・組織体制のスリム化を図れる。 

【技術力の低下】 
 ・市側に技術水準の維持ができず、委託業務の確認等が困難 
   となり、民間主導となってしまう。 
  
【機動性の低下】 
 ・災害ごみの受入に際し受託者の了解を得るなど迅速な対応が 
  できない可能性がある。 
 
【リスク】 
 ・運営中の設備をプラントメーカー以外に委託する場合、 
  委託先は老朽化等に係る設備の詳細な状況を把握することが 
  困難であり、突発的な修繕の対応に問題が生じ、焼却機能の 
   停止等、重大な状況に陥る可能性がある。 
 ・事故等不測の事態における責任の所在が曖昧となり、 
  費用負担決定が難しい。 
 ・長期包括契約を行う場合、効率性や収益確保を重視する 
  あまり、契約終了時の性能維持や長期使用に支障を生ずる 
  懸念がある。 
 ・受託者の倒産リスクがある。 
 
 

メ 

リ 

ッ 

ト 

デ 

メ 

リ 

ッ 

ト 

直営方式と委託のメリットとデメリット 
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２－（３）－②  焼却工場の民間委託化の比較 
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Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 



 ２－（４）  ごみ処理の広域化 

６ 

【メリット】 

 ○相互協力による円滑な建替え計画 

 ○集約化によるコスト低減 

 ○人材育成による運営管理の効率化 

【デメリット】 

 ●収集輸送効率の低下 

 ●自治体の事情に応じた整備計画の策定が困難 

   ⇒特に建設予定地周辺住民の反発 

広域化のメリット・デメリット 

広域化実施にあたっての方向性 

 
 
 

○大阪府の策定した広域化計画に沿った、ブロック単位 
 （大阪ブロック＝大阪市、松原市、八尾市）での 
 ごみ処理体制を構築する。 
 
 
○その後、ブロック間における連携を目指していくこと 
  で、広域化によるメリットを互いに享受できる。 
 
 
○その際、大阪ブロックが、他都市における処理体制の 
 構築に指導的な役割を果たすことが必要。 
 
 
○広域化に伴い、各都市が運営への参画等、ごみの処理 
  の負担と責任を、公平に負うといった体制を構築して 
 いくことが重要。 
 
  

広域化の 

イメージ図 

連
携 

連携 

大阪市 

八尾市 

松原市 

Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 
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焼却工場の新たな運営形態として、周辺自治体と一部事務組合等を設立するとともに、一部工場について 
民間活用する。 

現 状 広 域 化 （ 大 阪 都 ） 

範 囲 

主 体 

工場数 

運営方法 

 

 

工場建設方法 

大阪市域 

大阪市 

９工場 

公 営 

大阪市（新たな大都市制度）、周辺自治体 

一部事務組合（広域連合） 

配置工場数の見直し 

派遣職員 

固有職員（引継職員） 

非正規雇用職員 

職員 本務職員 

公 営 

一部業務（運転）の民間委託 

民間運営 

≪運営≫ 

ＰＦＩ・ＤＢＯ 

公 設 

≪工場建設≫ 

   ◇ 効率化を実施しながら、周辺自治体と広域化を図る。                   ⇒    【一部事務組合等の設立】 
   ◇ 工場運営・建設に係る技術力を確保しながら、効率的な運営を行う 。    ⇒    【民間活用】 
       ○ 工場業務（運転等）の一部委託        ○ＤＢＯ方式等の活用による一部工場の民間運営    

３ 焼却工場の運営形態 ≪中間報告のまとめ≫ 

Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 
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４ ごみ焼却処分事業にかかる今後の方向性 

経費の見直しと収益拡大による市費の圧縮 

Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 
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  工場停止 
 
 

【  】書は停止年度 
 

         森之宮工場【2012年度】⇒大正工場【2014年度】⇒住之江工場【2015年度】 
 
 
    ⇒鶴見工場【2023年度】⇒西淀工場【2029年度】⇒八尾工場【2035年度】 

   上段 ： 民間委託工場 
 
 
  中段 ： 委託範囲 
 
 
  下段 ： 竣工年度 
 

 住之江工場 
 

 ≪業務全般≫ 
 

 2024年度 

  

 鶴見工場 
 

≪運転≫ 
 

2030年度 

  

 西淀工場 
 

≪業務全般≫ 
 

2036年度 

  

 八尾工場 
 
 ≪運転≫ 
 
  2042年度 

４－（１）  ごみ焼却工場の民間委託の進め方 

工場の建替時に合わせて順次民間委託を導入する。 



一部委託 

全部委託 

 ・運転監視、巡視点検 

 ・故障、緊急時対応  等 

 

【約25人】 

運転 

 ・薬品、物品等の調達 

 ・整備計画策定 

 ・設計、積算、工事管理 

【6～7人】 

  ・庶務全般 

  ・搬入調整 

【3～4人】 

事務職員 

行
政
職
員 

技
能
職
員 

 ・法定点検 

 ・清掃、洗浄、測定  等 

 

【約10人】 

 ・展開検査（規制指導） 

 ・計量業務       等 

 

【約20人】 

整備 その他 

運転業務を民間委託 

運転業務と整備業務を民間委託 

直 

営 (

現
状) 

技術職員 
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Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 

※【 】書きは１工場当たりの配置数 

４－（２）  ごみ焼却工場の主要業務別要員配置状況 



≪直営≫ 
約５４０名 

  

  

  

  

  

【工場数の減】  
【民間委託化】等 

による減 

約１６０名 

  

雇用形態の多様化 

*上記職員数には破砕施設・設備にかかるものを含む。 

Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 

４－（３）  ごみ焼却処分事業にかかる技能職員数の推移 
工場の運営について、効率化及び民間委託等を順次実施した場合、次のとおり職員数の削減が図れる。 

 

 

 現 状 

(2012.4.1現在） 

工場数の見直し 

民間委託化 

雇用形態の多様化  等 

≪９工場≫ ≪６工場≫ 

★民間委託の順次拡大 

２工場ずつ 

民間委託（業務全般） 

民間委託（運転業務） 

直営 

★自動計量化の実施 
★一部業務の民間委託化 
  (灰クレーン等) 
★一部業務の非正規雇用 
  の導入 

○退職不補充   ○他部局への職員移管 
 

○行政職員への転用   ○退職勧奨  等 
 

▲約３８０名 

32 

 



 
   

人件費 
 

62億円 
歳入 

 
 

92億円 

物件費 
 

62億円 

人件費 
２１億円 

歳入 
 
 

95億円 

物件費 
 

51億円 

市費 
 
 

109億円 

起債償還 
元金・利子 

 
 

68億円 

起債償還 
元金・利子 

 
36億円 

埋立処分費 
 

２３億円 

 
市費 

 
36億円  

 

  ９億円           

                                                                              

Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 

４－（４）  ごみ焼却処分事業にかかる見直し効果(粗い試算） 

２０１０年度 
≪ ９ 工 場 ≫ 

       ごみ減量による効果（工場数の見直し） 
              効率化の実施  

 ≪ ６ 工 場 ≫ 

７
３
億
円
の
削
減 

【内訳】 

 手数料 ５３億円 

 売電等 ２４億円 

 他都市 １５億円 

 その他  ３億円 

  

【内訳】 

 手数料 ４３億円 

 売電等 ２２億円 

 他都市 １６億円 

 その他 １１億円 

  

焼 
却 
処
分
費 

埋立処分費 

歳出 

２０１億円 

★工場数の減に伴う 人件費・物件費の削減  

★民間委託化の実施 

★雇用形態の多様化による人件費の減       等 

歳出 

１３１億円 

○上記歳出・歳入は、２０１０年度の数値から、ごみ量の減や工場数の減などといった各種要素による増減を加え推移させている。 
○１人あたり人件費の単価については、２０１０年度実績により積算している。 
○北港処分地の埋立完了（H37年度中予定）伴い、「大阪湾フェニックス計画」における最終処分場へ移行するため、埋立処分費用の  

  増が見込まれる。 
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焼却工場の新たな運営形態として、八尾市、松原市と一部事務組合を設立し、民間委託等を推進する。 
今後は引き続き、以下のスキームの実施に伴い、余剰人員の活用策を講じるなど、課題の検討を行い、
実施していく。 

事業主体 

構成市 

工場数 

運営方法 

 

 

工場建設方法 

一部事務組合 

大阪市（新たな大都市制度）、八尾市、松原市 

６工場稼働体制 

派遣職員 

固有職員（引継職員） 

非正規雇用職員 

職員 

公 営 

【２工場 】 

一部業務（運転）の民間委託 

【２工場】 

業務全般の民間委託 

【２工場】 

≪運営≫ 

ＰＦＩ・ＤＢＯ 
【住之江工場等で導入】 

公設 

≪工場建設≫ 

５－（１） まとめ（焼却工場の運営形態） 

Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 
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Ⅴ ごみ焼却工場の運営形態の検討 

大阪府 

大阪市 

八尾市 松原市 

  「大阪府」・「大阪市」・ 

  「八尾市」・「松原市」の 

  ４者で協議・連携 

５－（２） まとめ（一部事務組合に移行する場合の進め方） 
一部事務組合に移行する場合は、次のようなスケジュールになる。 

○ 協議イメージ 

○ スケジュールイメージ 
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2012年度 2013年度 2014年度 

一
部
事
務
組
合
規
約
及
び
負
担
金
の
予
算
議
決 

 

（
及
び
市
関
係
条
例
改
廃
議
決
） 

設
立
申
請 

設
立
許
可 

一
部
事
務
組
合
設
立 

・ 

第
１
回
議
会
開
催 

準
備
委
員
会
設
立 

・既設工場にかかる補助金・起債等の取扱いに関する協議（環境省・総
務省） 
・都市計画決定にかかる調整（市計画調整局） 

準備委員会での協議 
 
○規約案作成 
○人事給与制度設計 
○予算案の作成 
○条例案の作成        
             等 

各
市
と
一
部
事
務
組
合
設
立
に
向
け
た
協
議
開
始 

・
条
例
制
定 

・
予
算
承
認 

関
係
自
治
体
と
の
協
議 

国
等
と
の
協
議 

2015年度 

審査 

（大阪府） 

基
本
方
針
の
合
意 

協議事項 
 
・組織体制 
・職員の身分 
・勤務条件 
・資産の承継方法 
・ごみ処理計画 
・各市の負担の考え方 
       等 

一
部
事
務
組
合
設
立
準
備
経
費
の
予
算
議
決 

大阪市 

八尾市 

松原市 

新たな大
都市制度 

八尾市 

松原市 


